
前回お知らせしましたように、今回はマンションにとって最も重要な管理について

勉強していきたいと思います。 

マンションにとって管理とは何でしょう？ 

マンションに住む人達が、よりよい生活をしていくためには、コミュニケーションづ

くりを心掛けると同時に、環境、設備など共用部分について、その機能維持、増

進を図ることもとても大切です。 

管理とはマンション固有の一定のルール(管理規約)をもとに、住んでいる人たち

全員でこれらのことを守って、実行していくことなのです。 

マンションの資産価値を守るためには、居住者全員が進んで管理に参加するよ

うにしてほしいと思います。 

【【【【第１講座第１講座第１講座第１講座    共同住宅のルール共同住宅のルール共同住宅のルール共同住宅のルール】】】】    

マンションの共有財産を維持管理するために、区分所有者全員の意思を決定す

る団体が管理組合です。マンションでの最高意思決定機関です。 

管理組合は、特に設立の手続きをしなくても、当然に区分所有者全員によって構

成されます。そしてマンションの区分所有者になれば自動的に組合員となり、区分

所有者のままでは絶対に脱退することはできません。 

これに対し、自治会は住民同士の親睦と地域生活の向上を目的としており、通

常、町内会といわれるものです。管理組合と違って自治会へは自分の意志で参

加するかどうかを決めることができます。そして区分所有者でなくても賃借人でも

参加できることも管理組合とは違います。地域とのコミュニケーションはとても重要

ですので、参加したほうが良いかもしれませんが、もし参加する場合は、大抵は別

途自治会費の支払いが必要になります。 

 

※ 管理組合が設立されるのは、マンションが建てられて区分所有者が２人以上

になった時です。つまり、住戸が売れなくても区分所有者が２人いれば自然に

設立されるのです。しかし一度管理組合ができると、たとえ区分所有者が一人

になっても消滅しません。ふつうは組合というと複数の構成員がいるように思え

ますが、管理組合はそうではないのです。 

今 回今 回今 回今 回 の 内 容の 内 容の 内 容の 内 容     

1 管理組合と自治会 

2 管理規約と使用細則 

3 管理費と修繕積立金 

マンションの大事なマンションの大事なマンションの大事なマンションの大事な案件案件案件案件をををを

決定するのは決定するのは決定するのは決定するのは、管理組合、管理組合、管理組合、管理組合

（最高意思決定機関）（最高意思決定機関）（最高意思決定機関）（最高意思決定機関）    でででで

すすすす    

２０１１年６月２０１１年６月２０１１年６月２０１１年６月 20 日（月）日（月）日（月）日（月）  

第第第第  1 講座講座講座講座  第第第第  ２２２２  回回回回  

１１１１    管理組合と自治会管理組合と自治会管理組合と自治会管理組合と自治会    

 

わかりやすい         
住まいの管理教室 
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第１回の時に少しふれました管理規約ですが、この規約は管理組合の運営に必

要な規則で、バイブルとも言える区分所有法を基本にして、各々のマンションの

実状に合わせて作られています。共用部分の範囲及びその使用方法、理事会

の権限や義務などが定められており、区分所有者はこれ守る義務があります。 

また、居住者間のトラブルを防ぎ、安全で快適な生活をするために必要な細か

なルールは「使用細則」で定められます。たとえば集会室やゴミ置き場、自転車

置場などの共用部分の使用方法やペットの飼育方法などです。 

途中で中古マンションとして購入した場合でも、そのマンションの管理規約に必

ず従わなければなりません。「聞いていません。」、「知りませんでした。」は一切

通用しませんので注意してください。 

また区分所有者から賃貸している居住者（法律的には占有者といいます。）は、

建物・敷地・附属施設等の使用方法については、区分所有者と同じように守る義

務があります。 

 

 

 

 

 

毎月の支払いには「管理費」と「修繕積立金」とがあります。管理費は日常的に

共用部分を維持管理していくためのお金で、区分所有者は持分に応じて毎月管

理組合に納めます。管理費はマンションの規模や設備の内容、管理委託業務の

内容によって違ってきます。 

これに対して修繕積立金ですが、これは将来の為のお金です。建物や設備を長

く良好な状態に保ち、快適な暮らしをする為、そしてマンションの資産価値を維

持するためには、将来大がかりな修繕を行わなければなりません。その時のた

めに毎月積み立てて準備しておくのです。そうしておかないと、まとまったお金を

一時的に出さなければなりません。この修繕積立金が計画だって積み立てられ

ていないと、計画通りに修繕が出来なくなり、そのまま放置してしまうと建物がま

すます老朽化してしまいます。 
 

基本となる大まかなルー基本となる大まかなルー基本となる大まかなルー基本となる大まかなルー

ルが管理規約です。そしてルが管理規約です。そしてルが管理規約です。そしてルが管理規約です。そして

細かい守り事を定めたの細かい守り事を定めたの細かい守り事を定めたの細かい守り事を定めたの

が使用細則です。が使用細則です。が使用細則です。が使用細則です。    

２２２２    管理規約と使用細則管理規約と使用細則管理規約と使用細則管理規約と使用細則    

３３３３    管理費と修繕積立金管理費と修繕積立金管理費と修繕積立金管理費と修繕積立金    

この修繕積立金ですが、今年４月に国土交通省が「マンションの修繕積立金に関

するガイドライン」を発表しました。これはあくまで目安ですが、この目安の金額か

ら大幅に安いようですと、将来の大規模修繕の時に足らないという事態がおきる

可能性がありますので、十分注意する必要があります。 

それではそのガイドライン(目安)を見てみましょう。 

管理費は日常の為に、管理費は日常の為に、管理費は日常の為に、管理費は日常の為に、    

修繕積立金は将来の為に修繕積立金は将来の為に修繕積立金は将来の為に修繕積立金は将来の為に    
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あなたのマンションの階数と建築延床面積が判断の基準となります。 

たとえば、あなたの現在お住まいのマンションが 10 階建で、建築延床面積が 7,000 ㎡、そしてあなたの専有部

分の面積が 70 ㎡としますと、この場合は Ⅲのケースになります。 

その場合の修繕積立金は、 

２０２円 × ７０ ＝ １４，１４０円 となり、これが平均値になります。 

そして調査したマンションでⅢにあてはまるマンションの３分の２は 

９，８００円（１４０円×７０）から１８，５５０円（２６５円×７０）の範囲内の修繕積立金になっています。あなたが現

在支払っている修繕積立金が平均値よりもおおはばに高ければ、将来に不安はありませんがすこし高いかもし

れません。反対におおはばに安いと将来にたいして非常に危険です。ただし、築年数が浅く、次に説明する段階

増額積立方式の場合は少しだけ安心です。 

 

““““修繕積立金の目安修繕積立金の目安修繕積立金の目安修繕積立金の目安”””” 

マンションの階数は？マンションの階数は？マンションの階数は？マンションの階数は？                                                            

マンションの建築延床面積は？マンションの建築延床面積は？マンションの建築延床面積は？マンションの建築延床面積は？ 

１５階未満１５階未満１５階未満１５階未満 ２０階以上２０階以上２０階以上２０階以上 

ⅠⅠⅠⅠ    平均値平均値平均値平均値 

２０６円２０６円２０６円２０６円 / ㎡・月㎡・月㎡・月㎡・月 
 

３分の２が包含される値３分の２が包含される値３分の２が包含される値３分の２が包含される値 

１７０円～２４５円１７０円～２４５円１７０円～２４５円１７０円～２４５円 / ㎡・月㎡・月㎡・月㎡・月 

5,000 ㎡未満㎡未満㎡未満㎡未満 

5,000~10,000 ㎡㎡㎡㎡ 

 

10,000 ㎡以上㎡以上㎡以上㎡以上 

ⅡⅡⅡⅡ    平均値平均値平均値平均値 

２１８円２１８円２１８円２１８円 / ㎡・月㎡・月㎡・月㎡・月 

ⅣⅣⅣⅣ    平均値平均値平均値平均値 

１７８１７８１７８１７８円円円円 / ㎡・月㎡・月㎡・月㎡・月 

 

ⅢⅢⅢⅢ    平均値平均値平均値平均値 

２０２円２０２円２０２円２０２円 / ㎡・月㎡・月㎡・月㎡・月 

３分の２が包含される値３分の２が包含される値３分の２が包含される値３分の２が包含される値 

１６５円１６５円１６５円１６５円~２５０円２５０円２５０円２５０円 / ㎡・㎡・㎡・㎡・月月月月 

３分の２が包含される値３分の２が包含される値３分の２が包含される値３分の２が包含される値 

１４０円１４０円１４０円１４０円~２６５円２６５円２６５円２６５円 / ㎡・月㎡・月㎡・月㎡・月 

 

３分の２が包含される値３分の２が包含される値３分の２が包含される値３分の２が包含される値 

１３５円１３５円１３５円１３５円~２２０円２２０円２２０円２２０円 / ㎡・月㎡・月㎡・月㎡・月 

 

１５階～１９階は１５階未満の

目安と２０階以上の目安の間に

収まると考えられます。 
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修繕積立金の積立方法には大きく分けて次の２つの方法があります。 

① 均等積立方式   ② 段階増額積立方式 

「均等積立方式」は、長期修繕計画で計画された修繕工事費の累計額を、計画期間中均等に積立てる方式で、よ

ほどの事がないかぎり途中で増額はありません。 

これに対して「段階増額積立方式」は、新築当初の積立金額を抑えて段階的に積立金額を値上げする方法です。

分譲会社は当初の積立金額が安い方が売りやすく、購入する方も買いやすいということで、最近の新築マンション

では多く採用されています。しかしこの方法を採用しているマンションで、切実な問題が起きています。いざ増額しよ

うとすると、反対者が多数で区分所有者間で合意形成ができなく、結局増額できずに大規模修繕の時にお金が不

足するという事態が発生しています。 

「均等積立方式」と「段階増額積立方式」とを比べると、将来にわたって安定的な修繕積立金を安心して確保できる

「均等積立方式」の方をお勧めします。国土交通省もこの方法が望ましいと言っております。 

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」は、国土交通省のホームページで詳しく掲載されていますので、一

度ご覧になってください。 

次回は、いよいよ身近な場所でのルール等を見ていきたいと思います。 

 


